
 

 

議員提出議案第９号 

 

議案第６４号平成２５年度生駒市一般会計補正予算（第３回）に対

する附帯決議について 

 

このことについて、生駒市議会会議規則第１３条の規定により、上記の議案を

提出する。 
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   議案第６４号平成２５年度生駒市一般会計補正予算（第３回）の適

正な執行を求める附帯決議 

 

議案第６４号平成２５年度生駒市一般会計補正予算（第３回）については、２

度にわたり「スマートコミュニティ推進事業奨励金」及び「生駒駅前賑わい創出

拠点設置」に係る予算について、議会は問題点を指摘した上で、修正案を提出し、

可決したにもかかわらず、再議が求められ、議会の議決が翻されるに至った。 

市長に権限が認められているとはいえ、他の問題のない事業に係る予算を利用

して、問題のある事業に係る予算を、その問題を解決することのないままに可決

に導こうとする、今回の市長の姿勢には大いに疑問を感じる。 

また、過半数の議員が問題点を指摘している予算原案を可決させることにより、

市民から、議会はその責務を果たしていないという批判を受けかねないことは承

知している。 

しかしながら、予算に係る審議をいたずらに長引かせることが市民生活に及ぼ

す影響の大きさを考慮するならば、予算原案を可決することは不本意ではあるが

やむを得ない選択である。 

そこで、今回の市長の姿勢に対し強く抗議するとともに、予算原案を可決する

に際し、その予算執行に関して、以下を実行することを強く求める。 

１ 「スマートコミュニティ推進事業奨励金」について 

(1) 既に生駒市においては、太陽光パネルの設置補助をはじめ自然エネルギー

の活用に係る補助制度が整備されているが、本奨励金を含む各施策を位置付

ける基本的な方針がなく、総合的、体系的な施策となり得ていない。 

そこで、新エネルギービジョン等の総合的、体系的な施策体系を早期に構

築すること。 

その中で、新たに集合住宅を対象としたスマートコミュニティ推進のため



 

 

の制度、個別住宅を対象としたスマートハウス推進のための制度を創設する

こと。 

(2) 現在の「スマートコミュニティ推進奨励金交付要綱」は、特定事業者の存

在を大前提として整備されているほか、市長裁量の範囲も大きく、さらにそ

の運用には困難を伴うなどの問題が指摘できる。 

そこで、以上のような問題を解決するべく要綱を抜本的に見直すこと。 

その際、市長の裁量に関してその範囲を明確化するとともに、運用に際し

て市長裁量を極力抑制すること。 

また、特定事業者のみを優遇することのないよう、公平、公正に制度運用

を行うこと。 

２ 「生駒駅前賑わい創出拠点（以下「賑わい創出拠点」という｡）設置」につい

て 

(1) 平成２６年４月のベルテラスいこまのオープンに合わせて賑わい創出拠

点を開業するとのことであるが、その活用方針等の協議は始まったばかりで

あるとともに、いまだ運営体制については、参加団体等の協力が得られてい

ない状況にある。 

そこで、ベルテラスいこまのオープンと同時に賑わい創出拠点が開業でき

るよう、賑わい創出拠点の工事の前提となる施設の活用方針及び事業計画

を早期に協議し、決定するとともに、運営体制を構築すること。 

運営体制の構築に当たっては公益的な団体を中心としたものとするとと

もに、その後の施設運営に際して特定の企業の負担あるいは利益を伴うも

のとならないこと。 

(2) 賑わい創出拠点が市所有の公益的な施設となることから、駅周辺の賑わい

創出、活性化がベルテラスいこまだけのものとならないよう、生駒駅南側を

も含めた生駒駅周辺地域全体の賑わい創出、活性化に資するよう努めること。 



 

 

以上、決議する。 

 

平成２５年１０月９日 

生 駒 市 議 会   

 


